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資料１

今年度の推進検討会議の日程

会議（開催日） 内 容

第１回会議（R6.9.18） 災害ケースマネジメントに係る現状・課題
の確認

第２回会議（R6.12.24） ３つの論点ごとの方向性の確認

第３回会議（R7.3予定） 主な論点に関する中間整理

※ 令和７年度の取組予定
岩手県災害ケースマネジメントガイドライン（仮称）の策定



第１回会議結果の整理
（３つの論点について）

岩手県復興防災部復興くらし再建課

資料２
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第１回会議の振り返り

論 点 主な意見

１ 災害ケースマネジメントの主
体はどこか

・ 実施主体は市町村
・ 行政が主体となってやるべきだが、マンパワー不足

２ アウトリーチ人材が備えるべ
きスキルはどのようなことか

・ 被災者が抱えている課題をヒアリングする能力
・ 共感力（時には一緒に泣く、怒る）

３ 人材派遣調整の体制や仕組
みはどうあるべきか

① アウトリーチ人材

・ 災害時は専門職を募集しても集まらないので、相談支援の経験がない
人に対し、研修等によりスキルを習得してもらう

・ 自衛隊の予備役のように、認定を与え、有事に協力してもらう体制があ
るとよい
② 専門人材
・ ＤＷＡＴ等では県を超えた派遣を実施
⇒ 既に広域調整制度あり

内閣府防災で検討中の民間活動団体登録制度において、専門職集団の
派遣体制についても議論の対象となる可能性がある
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３つの論点についての主な意見



論点１ 災害ケースマネジメントの主体

実施形態 主体となって活動する人・機関（例）

①市町村職員による実施 ・ 市町村職員（行政職、保健師等）

②市町村から委嘱 ・ 民生委員、防災士、集落支援員、地域
おこし協力隊 等

③市町村から民間団体へ委
託

・ 市町村社協、ＮＰＯ団体 等
（例） 岩泉よりそいみらいネット

（市町村は災害ケースマネジメント全体をコントロールする役割）
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※ 市町村の実情に応じていずれを選択するか検討
①～③の組み合わせもあり得る

※ 県の役割：人的支援・市町村間の調整

（参考資料２ 地方行政改革におけるアウトリーチ人材の位置付け）

【第１回会議の意見】
・ 実施主体は市町村
・ 行政が主体となってやるべきだが、マンパワー不足



論点２ アウトリーチ人材が備えるべきスキル
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１ 必要とされるスキル（国手引きより）

【第１回会議の意見】
・ 被災者が抱えている課題をヒアリングする能力
・ 共感力（時には一緒に泣く、怒る）

① アウトリーチ人材に求められる能力
・ 情報収集能力
・ 被災者の課題を把握分析する能力

② 必要なスキル （研修等で身につける）
・ 被災者とのコミュニケーションのスキル
・ 被災者の気持ちを聴くスキル

※ 総括支援員（災害ケースマネジメント全体を統括する者）
は別のスキルも必要



論点２ アウトリーチ人材が備えるべきスキル
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２ 人材育成の仕組み

基礎研修
（アウトリーチ人材育成プログラム（R6作成））

令和７年度から実施 令和８年度から実施

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
人
材

総
括
支
援
員

社協

ＮＰＯ

市町村

将来的に実施主体を拡大
する可能性

将来的に実施主体を拡大
する可能性

認証・登録 認証・登録

実施主体 応用研修
（岩手県災害CMガイドライン（仮称・R7作成））

県

個別訪問等の
担い手

市町村単位での災害
ケースマネジメント全体

を統括



論点３ 人材の派遣調整の体制や仕組み

アウトリーチ人材の派遣調整の体制や仕組み（例）

１ 派遣人材の登録（当面は県が実施）
・県・民間団体等が実施する研修の修了者には認定証を交付
・認定証保有者としての登録（災害発生時に活動するアウトリーチ人材）
・登録者名簿は県・市町村・関係機関が閲覧可

２ 派遣調整の仕組み（当面は県が実施）
①災害発生時は、市町村において登録者名簿を閲覧して、個別に活動を依頼
②県内市町村間で応援が必要な場合は、県が仲介
③都道府県をまたぐ応援については、今後知事会等を通して、仕組みの創設について国へ要望
※ DWATを参考に今後検討
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【第１回会議の意見】
① アウトリーチ人材

・ 災害時は専門職を募集しても集まらないので、相談支援の経験がない人に対し、研修
等によりスキルを習得してもらう
・ 自衛隊の予備役のように、認定を与え、有事に協力してもらう体制があるとよい



 
資料３ 岩手県立大学社会福祉学部 

高木善史講師作成資料 

令和 6 年度災害ケースマネジメントに係るアウトリーチ研修概要 
 

１．目標 
①災害ケースマネジメントに係るアウトリーチ人材育成のための指導者を養成する 
②災害ケースマネジメントについて理解する 
③アウトリーチ人材について理解する 
④アウトリーチ人材を育成する必要性・方法を理解する 
 
２．対象  
①市町村職員 ②県社会福祉協議 ③市町村社会福祉協議会 
※①～③は今後当研修の実施運営に関わる可能性がある職員 
④地域包括支援センター ⑤基幹相談支援センター ⑥DWAT隊員 ⑦DPAT 隊員 
 
３．研修概要 
（１）日時：２月６日（木）10：00～17：00 
（２）人数：50～60 人 
（３）プログラム（午前：講義／午後：演習） 
【午前：講義】 
＜講義１＞災害ケースマネジメントとは   【内閣府/先進県・市町村/再建課】 
＜講義２＞災害ケースマネジメント実践事例 【先進県の市町村】 
災害ケースマネジメント概要について理解する。また市町村は災害に備え、どのような 
体制（会議体等）を構築し、なにを準備するのか等について、先進事例を通して具体的 
に理解する。 

＜講義３＞被災者支援における基本的な姿勢、介入方法、情報収集について 
「すべては被災者のために」を念頭に基本的な姿勢、介入方法、情報の優先度など情報 
収集などを理解する。 

【午後：演習】 想定する災害：豪雨、土砂災害 
＜演習１＞ 
フェーズ「発災直後・避難所運営」「避難所閉所・復旧復興」「自立支援・生活再建」の 
中で起こる状況を提示し、情報収集や課題発見、介入について演習を行う。各グループ 
の発表を行い、解説を加える。 

＜演習２＞ 
アウトリーチ支援のロールプレイを行う。理解度チェックのため簡易テストを行う。 

＜演習３＞ 
最後に各自治体及び圏域の関係団体との意見交換を行う。研修を踏まえた「アクション 
プラン」作成のためのグループワークを行う。 

※ 岩手県復興防災部復興くらし再建課追記 
 認定証交付については、研修の結果を踏まえ、令和７年度から実施。 



温かい食事の提供について

岩手県復興防災部復興くらし再建課

資料４

1



温かい食事の提供の例

2

① 地域コミュニティによる自炊

② 地元の料理飲食業組合との連携

③ ＮＰＯやボランティアによる炊き出し

※ 市町村の実情に応じていずれを選択するか検討
①～③の組合せもあり得る



①地域コミュニティによる自炊

3

・被災地において、各地区の婦人会等が中心となり炊き出しを実施。
・東日本大震災の事例：山田町大浦地区婦人会はH23.3.11～4.15に女性31人参加（延べ人
数434人。） （出典：鹿児島大学岩船昌起教授「岩手県山田町大浦地区婦人会「炊き出し」記録の検証」）

陸前高田市米崎町和方地区での炊き出しの様子（H23.3.20）

出典：いわて震災津波アーカイブ／
提供者 岩手県沿岸広域振興局大
船渡保健福祉環境センター



②地元の料理飲食業組合との連携
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・能登半島地震では、穴水町でセントラルキッチ
ン方式で各避難所に配食することで食事支援を
行うといった新たな取組が行われた。

・熊本県益城町では、平成28年熊本地震で食事

提供が不十分であった課題を踏まえ、町内の飲
食店が加入する料理飲食業組合と協定締結。

出典：R6.8.7内閣府（防災担当）令和６年能登半島地震を踏まえた災
害対応検討ワーキンググループ資料2-1「避難生活について」 出典：R6.3内閣府（防災担当）「避難所における生活環境の確

保に向けた取組事例集」抜粋 4



③ＮＰＯやボランティアによる炊き出し

5

・東日本大震災でも、NPOやボランティアによる炊き出しが行われた。
・キッチンカーによる炊き出しも行われた。

田野畑村でのボランティアによる炊き出しの様子
（H23.3.27）

陸前高田市でのキッチンカーによる炊き出し
の様子（H23.4.12）

出典：いわて震災津波アーカイブ／提供者 田野畑村 出典：いわて震災津波アーカイブ／提供者 特定非営利活動法人陸前
たがだ八起プロジェクト



6出典：令和６年12月20日「防災立国推進閣僚会議（第１回）」資料



7出典：令和６年12月13日内閣府防災担当「「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等の改訂について（通知）」資料



参考資料１ 災害ケースマネジメント実施の流れ

内閣府 「災害ケースマネジメント実施の手引き」 より抜粋

2.1 災害ケースマネジメントとは

※災害ケースマネジメントを開始する段階については自治体の実情に応じて検討する

第
２
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【災害ケースマネジメントの実施の流れ
】 9 1



地方行政改革におけるアウトリーチ人材の位置付け

今後は⾃治体業務のＢＰＲの中で、以下のように業務を切り分ける必要があるのではないか。

方策１
市町村職員による実施

方策３
社協・ＮＰＯ等への委託

方策２
ボランティア等への委嘱

アウトリーチ人材の確保については、以下の１～３の方策が考えられるところであり、各市町
村が地域の実情に応じて選択する必要がある。

参考資料２

2



3

参考資料３ 徳島県における災害ケース
マネジメントの担い手の育成事例



１ 事業の目的

○ 災害時の支援体制について、各都道府県においては「災害福祉支援ネットワーク」の構築や、「災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）」
の配置を進めているが、広域的な災害にも対応できるよう都道府県域を超えた連携体制の強化が必要となっている。

○ そのため、令和4年度に、平時には広域的な派遣体制の構築やＤＷAＴチーム員を養成する全国研修、災害時には、都道府県間の
DWATの派遣調整等を一体的に行う「災害福祉支援ネットワーク中央センター」を設置したところ。

○ さらに、近年では被災者支援において、保健・医療・福祉の連携強化が強く求められており、各都道府県において、保健・医療と福
祉をつなぐ中心的な役割を担うキーマン的な人材育成や配置等が急務となっている。

○ こうしたことから、本事業の中で、新たに保健医療福祉連携の中核的人材育成のための研修を実施することにより、災害福祉支援
ネットワークの強化を図る。

災害福祉支援ネットワーク中央センター事業
社会・援護局福祉基盤課
（内線2843、2864）

令和６年度当初予算 17百万円（16百万円）※（）内は前年度当初予算額

＜令和6年度拡充内容＞

■ 各都道府県における保健医療福祉の連携体制の構築・強化に係る支援

１） 平時における都道府県の保健・医療・福祉の主管部局、防災部局や保健
所等との連携体制の整備についての検討を行う

２） 災害時における都道府県等に設置される保健医療福祉調整本部と災害福
祉支援ネットワークの連携・関わり方についての検討を行う

３） 上記１）及び２）の検討を踏まえた災害福祉支援ネットワーク事務局職
員及びDWATチーム員向け研修の実施

国

公募

により

選定

民
間
団
体

都
道
府
県

実施主体︓国（民間事業者へ委託）
補助率︓定額

＜平時の対応＞
・DWAT派遣の手順等の
構築、整理
・災害対応に関する研修
の実施 等

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

＜災害時の対応＞
・DWATの活動状況の把握
及び都道府県間の調整

委
託

4
社会福祉法人全国社会福祉協議会「令和６年能登半島地震におけるDWAT活動について」資料より抜粋

参考資料４ DWAT派遣体制について（①全国的な体制）



参考資料４ DWAT派遣体制について（②岩手県の体制）

岩手県災害派遣福祉チーム（DWAT）は、岩手県災害福祉広域支援推進機構を本部とし、組織される。

平常時と大規模災害発生時のイメージは次の通り。部とし、組織される。
平常時と大規模災害発生時のイメージは次の通り。
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※ 県外への派遣については、被災地行政等の要請に基づき、国又は他都道府県の福祉チーム関係機関と連携
の下、チーム派遣等の支援を検討する。
※ 本県における災害においては、その規模に応じ、他都道府県チーム（員）の受入れを想定する。（チームにおけ
る受援体制の充実）
（例）チーム単位で受け入れ、担当避難所を割り当てる。

岩手県災害派遣福祉チームマニュアル活動編より抜粋

※ 県外への派遣については、被災地行政等の要請に基づき、国又は他都道府県の福祉チーム関係機関と連
携の下、チーム派遣等の支援を検討する。
※ 本県における災害においては、その規模に応じ、他都道府県チーム（員）の受入れを想定する。（チームにお
ける受援体制の充実）
（例）チーム単位で受け入れ、担当避難所を割り当てる。
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厚生労働省関係

①被災者見守り・相談支援等事業関係

②被災高齢者等把握事業関係

資料５

R6.7.25内閣府「被災者支援のあり方検討会（第８回）」資料抜粋

参考資料５ 地方自治体において活用できる厚生労働省支援メニュー

7



被災者への見守り・相談支援に係る事業間の連携について（令和２年12月７日︓社援地発1207第１号等）

○ 被災者への見守り・相談支援等については、避難生活を送る場所や時点に応じて、以下の事業が実施されているところ。
• 災害派遣福祉チーム（DWAT）による避難所で生活する支援が必要な方の入浴介助等の日常生活上の支援や、災害時要配慮者が抱える
課題を解決するための相談支援等

• 「被災高齢者等把握事業」による在宅で生活する高齢者、障害者へのケアマネジャー等の専門職による生活支援の助言等
• 「被災者見守り・相談支援事業」による応急仮設住宅に入居する方等への見守りや相談支援等

○被災者の状況に応じて切れ目のない支援を実施するに当たっては、支援に関する情報共有など、各事業が十分な連携の下で実施される
ことが重要であることから、その留意事項について自治体へ通知が発出された

（出典）厚生労働省ホームページ 8



被災高齢者等把握事業

事業内容

地震、台風及び豪雨等の自然災害における被災者の孤立防止等のため、被災生活により状態の悪化が
懸念される在宅高齢者等に対して、個別訪問等による早期の状態把握、必要な支援の提供へのつなぎ等、
支援の届かない被災者をつくらない取組を一定期間、集中的に実施することを目的とする。

※ 被災生活により状態の悪化が懸念される在宅高齢者等に対し、支援の届かない被災者をつくらないこと
を目的として、災害の発生より概ね３か月以内の間で集中的に行う事業。（それ以降は既存の一般施
策活用することを想定。）

○実施主体 ︓ 災害救助法の適用を受けた都道府県、指定都市、中核市及び市町村
※民間団体（介護支援専門員等の職能団体等）へ委託可

○補助率 ︓ ①特定非常災害の指定がある場合 １０／１０
②上記以外の場合 １／２

【令和６年能登半島地震における石川県における事業実績】

○ 実施主体 ：石川県

○ 委託先関係団体：日本介護支援専門員協会（JCMA）、日本相談支援専門員協会（NSK）、

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）など

○ 実施期間 ：２月１日～６月30日

○ 実施地域 ：５市町（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市）

○ 実施状況 ：活動人数3，573名 訪問件数（累計）27，559件
（※）６月10日時点の暫定値。６月末までの実施状況は現在集計中

死者、行方不明者等の多数発生等の諸要因を総合的
に勘案し国が指定。
【過去の指定】
阪神・淡路大震災（1995年）、新潟県中越地震（2004
年）、東日本大震災（2011年）、熊本地震（2016年）、西
日本豪雨（2018年）、台風19号（2019年）、令和2年7月
豪雨（2020年）、能登半島地震（2024年）
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被災者見守り・相談支援等事業

１ 事業の目的

被災者は災害救助法に基づく応急仮設住宅に入居するなど、被災前とは大きく異なった環境に置かれることとなる。このような被災者が、それぞれ
の環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を行ったうえで被災者を各専門支
援機関へつなぐ等の支援を行う。
（令和５年度において事業を実施している災害：平成30年７月豪雨、令和元年台風19号、令和２年７月豪雨、令和３年７月１日からの大雨、令和４年８月３日からの大雨、

令和４年台風第15号、令和５年奥能登地震、令和５年７月14日からの大雨災害、令和６年能登半島地震）

２ 事業の概要・スキーム
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避難者把握システム「岩手モデル」

・早ければ令和８年度以降の社会実装を目指す
・防災DXサービスカタログ（※）への掲載を申請中

（全国自治体への展開も目指す）

①避難者把握の迅速化

②避難所外被災者の把握

③本人同意によるNPO等との情報共有

主な特徴

※デジタル庁が防災分野の優れたサービス・アプリを「防災DXサービスマップ・サービスカタログ」として整理し、公表しているもの

復興危機管理室
参考資料
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